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【申請者の身元を確認する書類一覧】      資料１

身元確認書類は、現に有効かつ原本のものに限る。（コピーは不可）

（１）１つで確認できるもの（氏名、生年月日、住所、ふりがな等が一致しているものに限る）

★日本国旅券（失効後６ヶ月以内のものを含む）   ★認定電気工事従事者認定証

★運転免許証（国際運転免許証、仮運転免許証を含む）★特種電気工事資格者認定証

★運転経歴証明書（平成24年４月1日以降に交付されたもの）   ★耐空検査員の証

★写真付き住民基本台帳カード ★マイナンバーカード ★航空従事者技能証明書

★写真付き身体障害者手帳             ★運航管理者技能検定合格証明書

★船員手帳      ★海技免状         ★動力車操縦者運転免許証

★小型船舶操縦免許証               ★教習資格認定証（県公安委員会発行）

★猟銃・空気銃所持許可証           ★合格証明書（都道府県公安委員会発行）

★戦傷病者手帳                 ★官公庁職員身分証明書

★宅地建物取引士証                ★独立行政法人職員身分証明書

★電気工事士免状              ★特殊法人職員身分証明書

★無線従事者免許証              ★地方独立行政法人職員身分証明書

（

（２）２つ必要なもの  （Ａから２つ、またはＡ１つ＋Ｂ１つが必要。Ｂ２つは不可）

Ａ Ｂ

★健康保険被保険者証

★国民健康保険被保険者証

★船員保険等被保険者証

★共済組合員証

★後期高齢者医療被保険者証

★介護保険被保険者証

★年金手帳（国民年金、厚生年金等）

★基礎年金番号通知書

★年金証書（国民年金、厚生年金等）

★共済年金証書

★恩給証書

★学生証（生徒手帳は写真なしも可）

★会社の身分証明書（写真付）

★失効旅券（失効後６ヶ月を超えるもの）

★本籍地の市町村が発行する身分証明書等

★公の機関が発行した資格証明書（写真付）

・各資格証明書（国家資格等）

（医師、弁護士、教員、保育士、看護師・保健

師・助産師、薬剤師、栄養士、調理師、建築士、

理容師、美容師、介護支援専門員証、労働安全

衛生法による免許証（免許の種類も確認。技能

講習は不可）

危険物取扱者免状、消防設備士免状等）
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Ａ Ｂ

★印鑑登録証明書及び実印（６か月以内に作成さ

れたもの。同一世帯の場合、世帯主のものでも良

い。世帯主の記載された住民票が必要。実印は裏

面の法定代理人書名欄の上に押印。）

★都道府県知事が特に認めるもの

・ 被爆者健康手帳

・ 納税証明書

・ 所得証明書

・ 源泉徴収票

・ 医療受給者証（乳幼児、福祉医療、特定疾

病）

・ 施設入所者用受診券

★都道府県知事が特に認めるもの

在留カード（外国人登録証明書）、民生委員児

童委員証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

等

※（１）の書類を確認できない申請者については、（２）の書類で確認する。

※上記以外で「Ａ」または「Ｂ」に該当すると思われるものを申請者が提示した場合は、長崎県パスポ

ートセンターに確認すること。（講習会の修了証明書等は不可）

※被保険者証の提示を受ける場合は、被保険者等記号・番号等を書き写すことのないようにすること。

また、写しをとる必要がある場合は、写しの被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキン

グを施すこと。
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